えびの市「コラボでGood!」6次産業化推進事業補助金交付要綱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年 ４月 １日                                                 
  えびの市畜産農政課　

　（趣旨）
第１条　この要綱は、将来に向けて経営理念等の方向性を定め、その実現に意欲的に取り組む中小規模の農業経営体等の育成や地産地消の推進を図るため、予算で定めるところにより、他業種の事業者等と連携・協力して農林畜産物を活用した地域性の高い新商品の開発を目的とした事業に対し、えびの市「コラボでGood!」６次産業化推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することついて、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という｡）に定めるもののほか必要な事項を定める。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　(1)　農商工観・産学官連携　新しい商品の開発並びに新しいサービス及び事業の提供を補助対象者が協力及び連携して実施するものをいう。
　(2)　６次産業化　第１次産業者（生産法人を含む。）が、自ら生産、加工及び販売等まで行うことで、生産物に付加価値をつけ、地域資源を生かした地域性の高い商品開発を行うことをいう。
　(3)　新商品　市内の地域資源を生かして作られる、商品化されていないものをいう。
　　（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、自らの提案により開発した商品の発信を継続して行うと認められる者とする。
(1)　市内に住所を有する農業者、又は中小企業基本法（昭和38年法律第154条）第2条に該当する中小企業者及び小規模企業者のうち、食品製造業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配食飲食サービス業、飲食料品小売業を行うもので、市内農業者と連携して取り組める者。
　(2)　市税の滞納がないこと。
(3)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること。
(4)　市が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止又は指名停止の措置を受けた者でないこと。
(5)　破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者又は構成員に当該者を含む者ではないこと。
(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）
(7) 経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者がいないこと。
(8) 上記に例示するもののほか、本事業の実施主体として適切でないと認められる事由がないこと。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付対象事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が市の農林畜産物を活用した商品開発により成果物が確実に見込まれる事業とする。
２　前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、この要綱に定める補助金以外の補助金等（以下「他の補助金」という。）を受けている又は受けられる見込みのある事業は、補助金の交付対象事業から除くものとする。ただし、当該事業が他の補助金等の補助対象事業であるものの補助対象外となる経費等が含まれている場合にあっては、当該補助対象外となる経費に限り補助対象とすることができる。
（補助対象経費）
第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実施に直接必要な経費で、別表１に掲げるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)　食糧費
(2)　個人若しくは団体の構成員に支給する報酬、賃金、手当、これらに類するもの
２　各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(補助対象期間)
第６条　補助金の交付対象期間は、交付決定の属する年度内とする。
(補助金の額等)
第7条　補助金の額は、予算の定める範囲内で補助対象経費の1/2の額もしくは上限30万円とする。
2　この補助金は、原則として１事業につき１回限りとする。ただし、新たな事業の展開に要する経費で市長が必要と認めた場合はこの限りではない。
（補助金の交付申請）
第８条　補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、補助金等交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
　(1)　事業計画書
　(2)　収支予算書
　(3)　前2号に掲げるもののほか、計画の根拠となる書類
（審査）	
第9条　市長は、前条の規定により申請された事業の内容について、次の事項に留意し内容を審査する。
(1)　市内の農業経営体等の育成及び所得向上が図られる内容であること。
(2)　経営の多様化、拡大、利益向上が図られる内容であること。
(3)　地域への波及効果が図られる内容であること。
（補助金の交付の条件）
第10条　市長は、補助金の交付を決定する場合において補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
　（補助金の交付決定）
第11条　市長は、第9条の規定による審査により補助金を交付する補助対象者を決定（以下「補助決定者」という。）するものとする。
２　市長は、第８条の交付申請を行った補助対象者に対し補助金等交付決定通知書（別記様式第２号）により前項の決定結果を通知するものとする。
（申請の取下げのできる期限）
第12条　規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して７日を経過した日までとする。
　（事情変更による決定の取消し等）
第13条　市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他事情の変更により補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったとき（補助対象者の責めに帰すべき事情による時を除く。）は、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
２　市長は、前項の規定による補助金等の交付取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、補助金等を交付することができる。
３　第1項の規定による処分をした場合の通知は、規則第9条第3項の規定の例による。
　（軽微な変更の範囲）
第14条　 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
　　(1)　事業の経費配分の変更のうち経費の流用による変更で、流用先の経費の増加額が当該経費の100分の20を乗じて得た額を超えない変更
　　(2)　事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
　（実地調査）
第15条　市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
　（実績報告）
第16条　補助決定者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）は、補助金等実績報告書（別記様式第3号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
　(1)　実績報告書
　(2)　収支決算書
　(3)　前2号に掲げるもののほか、試作品の製造過程及び成果物の写真等
　（補助金の額の確定）
第17条　市長は、前条の規定する補助金等事業実績報告書に基づき補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、補助決定者が補助決定事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第5条の規定にかかわらず補助対象経費としない。
２　市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金等確定通知書（別記様式第4号）により補助決定者に通知しなければならない。
　（補助金の支払）
第18条　市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。
２　前項ただし書の場合において、概算払により補助金の交付を受けたときは、第16条の規定により実績報告を行う場合には、補助金等精算書（別記様式第5号）を市長に提出しなければならない。
　（是正措置）
第19条　市長は、第17条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
　（補助金の交付決定の取消し）
第20条　市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
　(1)　補助金を他の用途に使用したとき。
　(2)　補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
　(3)　補助決定者が第3条の各号のいずれかに虚偽をしたとき。
　(4)　第10条の規定により付された条件に違反したとき。
２　前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
３　第1項の規定による取り消しを行った場合の通知は、規則第18条第3項の規定の例による。
(補助金の返還)
第21条　市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2　市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第22条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

　　　附　則
1　この要綱は、平成31年4月１日から施行し、平成31年度の予算に係るえびの市「コラボでGood!」6次産業化推進事業補助金から適用する。
２ この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
　　
　附　則
　この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
　　　
[bookmark: _Hlk166486100]附　則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附　則
　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附　則
　この要綱は、令和7年４月１日から施行する。

附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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別表１（第5条関係）
　要綱第5条第1項の規定に係る経費
	事業実施主体
	区　　分
	内　　　　　　　　　　容

	農業法人
注１）

農業者団体
注２）

中小企業者及び小規模企業者
	謝金
	市場調査謝金、アンケート調査謝金、専門家謝金　等

	
	需用費
(1)消耗品費
(2)印刷製本費
	(1)試作品開発等に必要な包装、材料、機材、道具の購入に要する経費
(2)新商品開発後の販売に必要な容器、箱、包装等に要する経費
（注）ただし、初販にかかるもののみとする。

	
	役務費
	通信運搬費、成分分析検査費　等

	
	使用料及び
賃借料
	物品等使用料、機器リース料、会場使用料　等
（注）ただし、公の施設にかかる使用料を除く。

	
	委託費
	試作品製造、試験販売、マーケティング調査、パッケージデザイン等における委託費

	
	原材料費
	試作品開発に必要な原料又は材料
（注）ただし、自己生産農林畜産物は、対象外とする。

	
	その他の経費
	上記のほか事業を実施する上で必要となる経費
（注）ただし、その場合はその必要性を市と事前に協議し、承認を得ること。


注１）会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第２条第１項に規定する旧有限会社又は農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条の10第１項に規定する農事組合法人のうち農業経営を行う法人に限る。その他知事が特に必要を認めた法人をいう。
注２）３者以上の農業者で組織する団体（代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体）。　
